
 

 

 

不審者対応マニュアル 

ポテンシャル小豆餅 

令和 6年度作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



不審者発生時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員が発見 児童・保護者が発見 

管理者 

内線 or電話 110番に通報 

児童の安全確保 

① 不審者をむやみに刺激しない 

② 児童を不安がらせない 

職員が児童の点呼 

→代表、管理者に報告 

不審者への対応 

さすまた、催眠スプレー、防犯ブ

ザー、火災報知器 

① 必ず 2 人以上で行い、用件

の確認等しながら、不審者か

どうか危害を加える恐れはな

いかの判断。退去の要請を

する。 

② 職員に合言葉で周知する。 

③ 児童の避難、侵入経路封鎖、

施錠。安全確保の時間を作

る。 

④ 気付かれないように通報し

警察等が来るまでに時間が

かかる場合は、児童に近づけ

ないように誘導する。 

⑤ むやみに抵抗したり刺激せ

ず、通報と児童の安全管理

を優先する。 

悪意のある不審者かどうか判断できない場

合 

・できるだけ 1人での対応は避ける。 

・相手を刺激しないように対応する。 

・事務室での対応が必要な場合には、代表も

しくは管理者に対応をお願いする。 

・それでも判断が難しい場合には、警察や警

備の通報を考える。 

事後の安全管理 

・保護者への連絡 

・施設への通所時の安全指導 

・防犯体制の再確認 

・職員会議の実施 

施設外活動時の不審者への対応 

・外出時には携帯電話を持つ。 

・職員は児童を集め、児童の安全を確保

し、人数を確認する。 

・状況を判断し、児童を避難させることを

優先する。 

・必要により、110番通報をする。 



不審者発生時の対応マニュアル 

 

・緊急時に児童に動揺を与えることなく情報伝達が図れるよう施設内で周知できる 

合言葉を決めておき、活用できるようにする。 

 

・不審者が発生した場合には、110番通報するということを職員に周知しておく。 

 

・防犯に係わる設備の定期的な点検を行う。 

 

・利用児童や職員に対する安全管理指導を行う。 

 

・不審者対応訓練を計画・実施する。 

 

・防犯対策マニュアルの定期的な見直し及び改善を行う。 

 

・万一の場合の避難経路や避難場所、及び家族や関係機関の連絡先・連絡方法をあ 

らかじめ定めておく。 


